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平成１８年５月２５日 

厚生労働省介護制度改革本部 
 

貴都道府県内市町村及び関係諸団体に
速 や か に 送 信 い た だ き ま す よ う
よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。

各都道府県介護保険担当課（室）
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 介護制度改革本部

今回の内容 
 

指定認知症対応型共同生活介護等の 

減算に関するＱ＆Ａについて 

 

計３枚（本送信票除く）



事 務 連 絡 

平成１８年５月２５日 

 

 

都道府県介護保険担当主管課（室） 御中 

 

 

厚生労働省老健局計 画 課  

介護保険課  

老人保健課  

 

 

指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するＱ＆Ａについて 

 

介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚くお礼申し上げま

す。 

さて、別添のとおり、「指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するＱ＆Ａ」

を作成しましたので、送付いたします。 

つきましては、管内市町村及び指定認知症対応型共同生活介護事業者等関係者に

周知していただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

〈照会先〉 

厚生労働省老健局計画課企画法令係   TEL 03-5253-1111(内線3929) 

介護保険課      TEL 03-5253-1111(内線2166) 

老人保健課企画法令係 TEL 03-5253-1111(内線3960) 

 



指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するＱ＆Ａ 

 

（問） 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介

護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了し

ていない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算（所定

単位数の 70/100）に対応するサービスコード等がないようだが、

どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。 

（答） 

１ 認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護等につい

て、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していな

い場合や介護支援専門員を配置していない場合など減算対象とな

る場合の①減算の届出に係る記載、②請求に係るサービスコードに

ついては、以下のとおり取り扱うこととする。 

 

介護給付費算定に係る体制等状況等一覧表 

① 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介

護の場合 

   ・ 「職員の欠員による減算の状況」欄の「３ 介護職員」に○

印をつける。 

② 認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む。)及び介護予防認

知症対応型共同生活介護の場合 

   ・ 「職員の欠員による減算の状況」欄の「２ 介護従業者」に

○印をつける。 

 

介護給付費単位数等サービスコード表 

① 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介

護の場合 

・ 「算定項目」欄の「介護・看護職員が欠員の場合×７０％」

欄に対応するサービスコードを使用する。 

② 認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)及び介護予防

認知症対応型共同生活介護の場合 

・ 「算定項目」欄の「介護従業者が欠員の場合×７０％」欄に



対応するサービスコードを使用する。 

 

※ なお、「厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職

員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法」(平成 12 年

厚生省告示第 27 号)等の告示における職員の欠員による減算の

規定が不明確との指摘があったことから、官報の一部訂正により

対応することとしている。 

 

２ 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員については、登

録者についての小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含

めた「ケアプラン」の作成や、当該居宅サービスを含めた「給付管

理票」の作成・国保連への提出など、居宅介護支援事業所の介護支

援専門員が通常行っている業務を行う必要があることから、欠員が

生じた場合には、減算にはならなくとも、速やかに配置するように

すること。 

  なお、月の末日に小規模多機能型居宅介護事業所に介護支援専門

員が配置されていない場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者に係る給付管理票の「担当介護支援専門員番号」欄は

「99999999」と記載すること。 

 

 




